
 

 

平成２８年度国民健康保険事業に関わる主な変更点 

 
１．国の制度改正（予定含む）によるもの 

 

（１）賦課限度額の改定 

   ◎医療分保険料     ５４万円（２万円の引き上げ） 
   ◎後期支援金分保険料  １９万円（２万円の引き上げ） 
   ◎介護納付金分保険料  １６万円（現行どおり） 

 
（２）保険料軽減の所得判定基準の拡充 

◎５割世帯の所得判定基準の引き上げ 
 （２６万円×人数） ⇒ （２６．５万円×人数） 
◎２割世帯の所得判定基準の引き上げ 
 （４７万円×人数） ⇒ （４８万円×人数） 

 
（３）非正規労働者に対する被用者保険の適用拡大（平成 28 年 10 月施行） 

 

                     短時間労働者への適用拡大 

 

     現行 

 

 

 

 

 

 

２．鳥取市国民健康保険条例の改正によるもの   

◎国保料の納期を 10 期に変更 

 
 ＜現行＞         ＜変更後＞ 
８期：７月から２月まで ⇒ １０期：６月から３月まで 

 

 

第 2 回鳥取市国民健康保険運営協議会 資料２ 

①週 20 時間以上  

②月額賃金 8.8 万円以上 （年収 106 万円以上） 

③勤務期間１年以上見込み  

④学生は適用除外  

⑤従業員 501 人以上の企業（※） 

週３０時間以上 


